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例

○
山
梨
県
監
査
委
員
条
例
及
び
山
梨
県
知
事
等
の
損
害
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責
任
の
一
部
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る
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る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

一

○
青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
及
び
山
梨
県
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

一

条
例
の
あ
ら
ま
し

○
　
山
梨
県
監
査
委
員
条
例
及
び
山
梨
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
号
）
（
監
査
委
員
事
務
局
）

1
　
地
方
自
治
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
に
掲
げ
る
条
例
に
つ
い
て
、
当
該
法
令
の
条
項
を
引
用

す
る
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

㈠
　
山
梨
県
監
査
委
員
条
例

㈡
　
山
梨
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例

2
　
こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
五
号
）
附
則
第

一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
九
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

○
　
青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
及
び
山
梨
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品

質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
条
例
第
二
号
）
（
教
育
庁
社
会
教
育
課
）

1
　
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
次
に
掲
げ
る
条
例
に
つ
い
て
、
当
該
法
令
の
条
項
を
引
用
す
る
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と

し
た
。

㈠
　
青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例

㈡
　
山
梨
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係

手
数
料
条
例

2
　
こ
の
条
例
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定

の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条
　
　
　
例

山
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査
委
員
条
例
及
び
山
梨
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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県
条
例
第
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山
梨
県
監
査
委
員
条
例
及
び
山
梨
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
山
梨
県
監
査
委
員
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
監
査
委
員
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
六
条
及
び
第
十
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の

九
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
（
令
和
二
年
山
梨
県
条
例
第

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
」

に
、
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
九
第
三
項
」
に
改

め
、
本
則
第
一
号
中
「
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
百
七
十
三
条
の
五
第
一
項
第

一
号
」
に
改
め
、
本
則
第
二
号
中
「
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
百
七
十
三
条
の

五
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
五
号
）
附
則
第
一

条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
九
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
及
び
山
梨
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品

質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
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長
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郎
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二

山
梨
県
条
例
第
二
号

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
及
び
山
梨
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の

品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

（
青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
四

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
号
中
「
第
五
十
条
第
十
一
号
」
を
「
第
五
十
条
第
十
三
号
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数

料
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関

係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
十
六
の
項
中
「
第
十
四
条
第
七
項
（
同
条
第
十
五
項
」
を
「
第
十
四
条
第
六
項
（
同
条
第
十

三
項
」
に
改
め
、
同
表
十
七
の
項
中
「
第
十
四
条
第
七
項
」
を
「
第
十
四
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施

行
の
日
（
令
和
八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


